
令和６年２月１日 

 

事業者 各位 

 

(公社)東基連 亀戸労働基準協会支部 

(公社)東基連 江戸川労働基準協会支部 

                                     （共 催） 

 

雇入れ時安全衛生教育研修について 

 

平素は労働基準協会支部の事業につきまして、格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、事業者におきましては、新たに労働者を雇い入れた時、労働安全衛生法第５９条の規定により雇入れ時に労

働安全衛生教育を行うことが義務付けられております。新しい環境で快適な職場生活を送るために基本となるものが、

日々の安全衛生です。ケガをしたり病気になることがないよう必要な知識を身につけ、日常の業務に活かせるような

教育が必要です。 

労働安全衛生法第５９条の規定に基づく「雇入れ時の安全衛生教育」と新入社員等向けの「ビジネスマナー研修」

も併せて実施いたします。御社の新入社員研修の一環として、本研修をぜひご活用下さいますようご案内いたします。 

  

記 

   会場１・２ 

１ 日  時  令和６年４月９日（火） 午前９時２０分～午後４時３０分 

場  所  江戸川区船堀４－１－１ タワーホール船堀 ４階「研修室」 

定  員  ７０名（定員になり次第締め切ります） 

 

２ 日  時  令和６年４月１６日（火） 午前９時２０分～午後４時３０分 

場  所  江東区亀戸２－１９－１ 亀戸文化センター(カメリアプラザ) ５階「第２研修室」  

定  員  ５０名（定員になり次第締め切ります） 

 

３ 研修内容 

①安全衛生の基礎  

○ケガはどうして起こるか ○安全・衛生のルール ○危険・有害作業  

○危険予知訓練のすすめ   ○事故が起きたら     ○交通安全ほか 

②新入社員ビジネスマナー 

○社会人としての心得 ○社会人にふさわしい話し方・電話応答ほか 

 

４   受講料      １人 \３，８５０.- （テキスト代含む・税込）参加当日までにご入金ください。 

※非会員は、１人 ５，５００円（テキスト代含む・税込） 

                       【振込先】 三菱UFJ銀行 亀戸支店 (普) 0387100 

公益社団法人東京労働基準協会連合会 亀戸労働基準協会支部 

登録番号 T2-0117-0500-1081 （講習料￥3,500, 消費税￥350） 

 

５   申   込      各会場同じ研修内容です。裏面、申込書兼受講票にて希望される会場に○印をして 

    ４月３日(水)までにＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 

６   その他      受講修了者には「履修証明」を後日、事業者様にお送りいたします。 

 

７   お問合せ先   【(公社)東基連亀戸労働基準協会支部】江戸川区中央１－８－１ 内宮ビル５階 

℡０３－５６０７－７８８６ 

    



 


